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議 案 第 １ 号  平成２５年度事業実績報告について 

 

 

１ 平成２５年度 近畿地方都市美協議会総会の開催   

日  程  平成２５年１０月３１日(木)   

会  場  武生パレスホテル３階 平安の間 

 出席者数  会員３４団体・協力会員９団体 合計４３団体 出席者数 ６８名 

  議 事   （１）議案第１号  平成２４年度事業実績報告について 

        （２）議案第２号  平成２４年度決算報告について 

        （３）議案第３号 平成２５年度事業計画について 

（４）議案第４号 平成２５年度予算について 

        （５）議案第５号  平成２６年度役員の選出について 

        （６）議案第６号  平成２６年度総会開催地について 

 

２ 平成２５年度 都市景観研修会の開催 

 日  程  平成２５年１０月３１日(木)   

会  場  武生パレスホテル３階 平安の間 出席者数 ７４名  

（１） 特別講演 「1300年の歴史が年輪のように永続する町「武生」  

               地方都市におけるコミュニティ・アーキテクトの役割」 

講師：越前市景観協議会副会長・福井大学工学部非常勤講師 

  石本 茂雄 

（２） 景観研修セミナー                         

①報告  

「景観行政の最近の動きについて」 

講師：国土交通省 都市局公園緑地・景観課 

景観・歴史文化環境整備室 景観企画係長 河合 康子 

②事例発表               

「福井ふるさと百景を活用した景観づくり事業について」 

発表：福井県観光営業部文化振興課 企画主査 谷口 直子 

 

「歴史や文化を活かしたまちづくりと工業高校の建築教育支援」 

発表：（一社）福井県建築士会南越支部 小川 利男 

                              

３ 平成２５年度 意見交換会の開催 

 日  程  平成２５年１０月３１日(木)   

会  場  武生パレスホテル３階 相生の間 

 出席者数  ４４名 
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４ 平成２５年度 現地研修会の開催 

 日  程  平成２５年１１月 １日(金)   

  出席者数  ５２名  

  越前市 コース１ 中心市街地エリア 

（蔵の辻広場～四町タンス町通り～たけふ菊人形）  

     コース２ 越前和紙の里エリア 

（五箇地区～タケフナイフビレッジ～たけふ菊人形） 

 

５ 平成２５年度 幹事会の開催 

 日  程  平成２５年１０月 ３日 (木) 

 会  場  近畿地方整備局 

    ①平成２５年度総会・都市景観研修会について 

    ②平成２５年度総会議案について 

    ③近畿地方都市美協議会会員把握状況 

④各研究会活動の報告について 

 

６ 平成２５年度 研究会の開催 

Ⅰ．研究会 

（１）第１回研究会 平成２５年１０月３日 (木) 会場：近畿地方整備局 

 ①近畿地方整備局からの景観関係等の情報について 

 ②平成２５年度上半期ＷＧ活動について 

 ③石川県金沢市による先進事例紹介「金沢市屋外広告物審査会とデザイン」 

（２）第２回研究会 平成２６年３月１７日 (月) 会場：近畿地方整備局 

①近畿地方整備局からの景観関係等の情報について 

 ②平成２４年度下半期ＷＧ活動について 

 ③講演「地域資源をつむぐ景観まちづくり」大阪産業大学 川口講師 

 Ⅱ．ワーキンググループ（以下「ＷＧ」） 

   (1)景観施策・制度検討ＷＧ 

             平成２５年 ６月１７日 (月)  会場：近畿地方整備局 

       平成２５年 ７月１１日 (木)  会場：大阪府大阪市 

       平成２６年 ３月２０日 (木)  会場：京都府長岡京市 

(2)屋外広告物条例検討ＷＧ 

           平成２５年 ７月 ５日 (金)  会場：近畿地方整備局 

平成２６年 １月２８日 (火)  会場：近畿地方整備局 

   (3)歴史まちづくり法等活用検討ＷＧ   

平成２５年 ７月１８日 (木)  会場：三重県亀山市 

平成２６年 ２月１０日 (月)  会場：大阪府堺市 
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議 案 第 ２ 号  平成２５年度決算報告について 

 

収入額  １，００２，２２２円 

支出額    ８５５，９９４円 

差引残額   １４６，２２８円（次年度繰越） 

   《収入の部》                                                 （単位：円） 

      

 予 算 科 目 予  算  額 決  算  額 内     訳  

 

 

 

  会    費 

 

 

900,000 

 

900,000  会 費  

10,000×60 団体 ＝  600,000 

協力会員会費 

    50,000× 1 団体   ＝  50,000 

    30,000× 7 団体   ＝  210,000 

    10,000× 4 団体   ＝   40,000 

 

 

 

 

 

雑    入 853 75 

 

利息  

 

   前年度繰越金 102,147 102,147 

 

   

 

 

 

 1,003,000 1,002,222  

 

 

 

    

《支出の部》                                （単位：円） 

      

 予 算 科 目 予  算  額 決  算  額 内     訳  

 

 

 

   事 務 費 

 

 

       50,000 

 

 

       47,451 事務品、郵送代等 

 

 

 

 

 

 

 

   会  議  費 

 

 

      700,000 

 

 

 

      487,293 

 

 

 会場使用料費、講師謝礼・旅費 

 

 

 

 

 

 

 

 

   事  業  費 

 

 

      253,000 

 

 

321,250 

 

 

 現地研修会費、ホームページサーバーレ

ンタル等、ホームページ機能向上業務委

託 

 

 

 

 

 

 

 

    合    計 

 

     1,003,000 

 

      855,994 

 

 

 

 

 

 （収入合計） １，００２，２２２円－（支出合計）８５５,９９４円 

＝（差引計）１４６，２２８円は、次年度へ繰り越します。 
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議 案 第 ３ 号  平成２６年度事業計画について 

 

 

 

 

            １ 平成２６年度  近畿地方都市美協議会総会の開催 

 

 

 

            ２ 平成２６年度  景観法制定１０周年記念 

「近畿景観シンポジウム」 

 

 

 

       ３ 平成２６年度  協議会研究会の開催 

 

 

 

       ４ そ  の  他   
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議 案 第 ４ 号  平成２６年度予算について 

                                                                                

   《収入の部》                                               （単位：円） 

    

 

 

  予 算 科 目 

 

    予    算    額 

 

        内        訳 

 

 

 

 

 

 

  会        費 

 

 

 

     ９００，０００ 

 

 

 

  会  費 

    10,000× 60団体＝   ６００,０００ 

  協力会員会費 

    50,000×  1団体＝     ５０,０００ 

30,000×  7団体＝    ２１０,０００ 

10,000×  4団体＝     ４０,０００ 

 

  雑        入 

 

             ７７２ 

 

  利 息 

 

   

 

 

 

  前年度繰越 

 

 

     １４６，２２８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  合        計 

 

   １,０４７,０００  

 

 

 

   《支出の部》                                                   （単位：円） 

    

 

 

 予 算 科 目 

 

   予  算  額 

 

        内        訳 

 

 

 

 

  事 務 費 

 

 

       ５０,０００ 

 

 

   郵送料、消耗品費等 

 

 

 

 

 

  会 議 費 

 

 

      ８００,０００ 

 

 

   会場使用料、講師謝礼・旅費 等 

 

 

 

 

 

  事 業 費 

 

      １９７,０００ 

 

   現地研修会費、 

   ホームページサーバーレンタル料、  

   

 

 

 

  合   計 

 

 

    １,０４７,０００  

 

 

（備 考） 科目間の流用は、これを認めるものとする。 
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議 案 第 ５ 号  平成２７年度役員の選出について 

 

 

 

 

           会 長  近江八幡市長（滋賀県） 

 

 

 

           副会長  生 駒 市 長（奈良県） 

 

 

 

           監 事  向 日 市 長（京都府） 

 

 

 

           監 事  和 歌 山 市 長（和歌山県） 
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議 案 第 ６ 号  平成２７年度総会開催地について 

 

 

 

           平成２７年度近畿地方都市美協議会総会開催地 

 

 

      滋 賀 県  近 江 八 幡 市      

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

資  料 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

近畿地方都市美協議会規約 

 

平成 ３年 ６月２６日 施行 

平成２１年１０月 ８日 改正 
（名 称） 

第１条 本会は、近畿地方都市美協議会（以下「本会」という。）と称する。 

 

（目 的） 

第２条 本会は、個性豊かな魅力ある都市景観の創造を図るため、関係各市町村が相互に

交流を深め、もって職員の研鑽及び施策の推進に資することを目的とする。 

 

（活動内容） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

（１） 情報の交換 

（２） 景観形成に関する研究 

（３） その他前条の目的達成に必要な事業 

 

（構 成） 

第４条 本会は、近畿地方の「都市景観形成モデル都市」・「うるおい・緑・景観モデル

市町村」の指定を受けた市町村のほか、都市景観行政の推進に積極的に取り組んでいる

市町村（以下「会員」という。）をもって構成する。 

２ 本会の目的に賛同する市町村については、随時、本会の会員となることができる。 

３ 近畿地方整備局、各府県及び政令指定都市は、協力会員として参加し、指導、助言等

を行う。 

 

（役 員） 

第５条 本会に、次の役員を置く。 

（１） 会 長 １名 

（２） 副会長 １名 

（３） 監 事 ２名 

 

（役員の選出） 

第６条 役員は、総会において会員の中から選出し、持ち回り制とする。 

 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は、１年とし、再任を妨げない。 

 

（役員の職務） 

第８条 会長は、本会を代表し、その運営を総理し、議会を主宰する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。 

３ 監事は、本会の会計及び会務を監査する。 

 

 

資料１ 



 

 

 

 

（総 会） 

第９条 総会は、毎年１回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、 

臨時総会を開催することができる。 

２ 総会は、会長が招集し、会長は議長となる。 

３ 議事は、出席者の過半数をもって決する。なお、可否同数の場合は、議長の決すると

ころによる。 

４ 総会は、次の事項を議決し、又は承認する。 

（１） 事業計画及び事業報告 

（２） 予算及び決算 

（３） 規約の改正 

（４） 役員の選任 

（５） 本会の目的を達成させるための重要事項 

５ 総会の事務は、会長の市町村が行う。 

 

 

（幹事会） 

第１０条 本会の円滑な運営を確保するため、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、会長の求めにより開催するものとし、次の事項について協議する。 

（１） 総会の立案に関する事項 

（２） 本会の活動に関する事項 

（３） その他本会の円滑な運営を確保するために必要な事項 

３ 幹事会は、会員の中から選出された幹事により構成する。 

 

 

（幹 事） 

第１１条 幹事は、各府県毎に１名選出するものとし、それぞれの府県における会員の互

選により選出する。 

２ 幹事の任期は、１年とし、再任を妨げない。 

３ 第５条に規定する役員は、幹事を兼ねることができる。 

 

 

（研究会） 

第１２条 本会に研究会を置く。 

２ 研究会は、会長の求めにより開催するものとし、第２条の目的を達するため、次の事

項について検討を行う。 

（１） 景観に係る施策及び課題 

（２） その他個性豊かな魅力ある都市景観の形成に必要な事項 

３ 研究会は、会員及び協力会員が属する機関の職員により構成する。 

４ 研究会には、主査を置くものとする。 

５ その他研究会運営に必要な事項は、研究会において定める。 

 

 

 

 



 

 

 

 

（経 費） 

第１３条 本会の運営に関する経費は、次の資金をもってこれにあてる。 

（１） 会員の会費 

（２） 協力会員の会費 

（３） その他の収入 

２ 前項（1）（2）に規定する会費の額は、次のとおりとする。 

（１） 会 員                      年額１万円 

（２） 協力会員である近畿地方整備局           年額５万円 

（３） 協力会員である府県                年額３万円 

（４） 協力会員である政令指定都市            年額１万円 

 

 

（入退会） 

第１４条 会員は、本会に入会又は退会するときは、会長に入会届又は退会届を提出する

ものとする。 

 

 

（会計年度） 

第１５条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

 

（事務局） 

第１６条 本会の運営に係る事務を円滑に遂行するため、事務局を設置する。 

２ 事務局は、会長に選任された市町村に置く。 

 

 

（補 則） 

第１７条 この規約に定めるもののほか、本会に必要な事項は、会長が定める。 

 

附 則 

この規約は、平成３年６月２６日から施行する。 

 

附 則 

この規約は、平成８年４月１日から施行する。ただし、第１２条の規定については、平成

９年４月１日より施行する。  

 

附 則 

この規約は、平成１５年１０月１６日から施行する。 

 

附 則 

この規約は、平成１６年１１月９日から施行する。 

 

附 則 

この規約は、平成２１年１０月８日から施行する。 



 

 

 

 

 

 

近畿地方都市美協議会規約運営要領 

 

平成１０年 ７月 ８日 制定 

平成２３年１０月２７日 改正 

 

 

第１条（第６条関係） 

  開催地については、次の府県の順で当該府県の市町村から選出し、選出にあた 

っては、当該府県の協力会員と近畿地方整備局により調整を行う。 

      兵庫県→福井県→大阪府→滋賀県→奈良県→京都府→和歌山県 

 ２ 会長は、開催地の首長をもってあてる。 

 ３ 会長は、あらかじめ監事を２年、その後副会長を１年務めることとする。 

ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。 

 ４ 次年度の役員は、総会において選出する。 

 

第２条（第７条関係） 

 役員の任期は、当該年度の４月１日から始まり、翌年の３月３１日までとする。 

 

第３条（第１０条関係） 

 幹事会は、幹事の他、役員をもって構成する。ただし、必要に応じて、近畿地方整備

局及び各府県協力会員の出席を求めることができる。 

 

第４条（第１３条関係） 

  事務局は、５月に協力会員及び会員に対し、本会への賛同を確認し、会費を請求する

こととし、協力会員及び会員は極力速やかに支払いを行うこととする。 

 

第５条（第１４条関係） 

  入会届けについては、平成２１年１０月７日現在において入会中である会員は、提出

は不要とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 



 

 

 

● メ モ  ● 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 


